
新東京都ＧＡＰ推進事業（認証取得・維持に必要な設備等の補助） 

実施要領 

 

制定平成31年４月１日 30産労農安第1195号  

  一部改正令和２年４月１日 31産労農安第1370号 

一部改正令和３年４月１日 ２産労農安第1290号 

一部改正令和５年４月１日５産労農安第159号 

一部改正令和６年７月１日６産労農安第444号 

（趣 旨）   

第１条 新東京都ＧＡＰ推進事業（認証取得・維持に必要な設備等の補助）実施要綱（平成 31年

４月１日付 30産労農安第 1194号。以下「実施要綱」という。）に基づく新東京都ＧＡＰ推進事

業（認証取得・維持に必要な設備等の補助）は、実施要綱に定めるもののほか、この要領に定

めるところにより実施するものとする。  

  

（事業内容等） 

第２条 実施要綱第３条に規定する支援の対象となる事業の補助対象経費等は、別表１及び別表

２に定めるとおりとする。なお、本事業の補助対象は、申請した年度内に完了できると認めら

れるものに限る。  

 

（定 義） 

第３条 この要領において、「受益者」とは、実施要綱第２条第１号、第２号及び第３号に定める

事業実施主体、並びに第４号の事業実施主体となる区市町村が支援対象とする農業者をいう。 

２ この要領において、「設備等」とは、設備の導入、施設の新設及び改修、専門家の助言、化学

分析も含む。ただし、営農のために当然に必要な施設の新設は含まない。なお、改修について

は、機能強化を伴うものとする。 

 

（事業対象地域） 

第４条 本事業は、実施要綱第４条で定める事業実施地域のうち、受益者が農業経営を行う土地

において実施できる。ただし、都外の土地についても、新東京都ＧＡＰ認証制度実施要領第３

条第１項及び東京都ＧＡＰ認証制度実施要領第３条第１項に該当すると認められた、あるいは

該当することが見込まれる場所であれば実施できるものとする。 

 

（事業実施要件） 

第５条 本事業の実施主体の要件を次のとおり定める。 

（１）実施要綱第２条第１号の事業実施主体が事業を実施する場合は、次の要件を満たしていな

ければならない。 

① 事業の実施により、新東京都ＧＡＰの管理基準に適合した生産管理を継続できる見込み

があること。 

（２）実施要綱第２条第２号の事業実施主体が事業を実施する場合は、次の要件を満たしていな



ければならない。 

① 事業の実施により、東京都ＧＡＰの管理基準に適合した生産管理を継続できる見込みが

あること。  

（３）実施要綱第２条第３号の事業実施主体が事業を実施する場合は、次の要件を満たしていな

ければならない。  

① 新東京都ＧＡＰ認証制度実施要綱第６条第１号の要件を満たす者であること。 

② 新東京都ＧＡＰ認証制度実施要領第５条に基づき、認証申請を行った者、又は同実施要

領第 15条第４号に基づき指導を受けており、当年度中に認証申請が見込まれる者であるこ

と。 

（４）実施要綱第２条第４号の事業実施主体が事業を実施する場合は、次の要件を満たしていな

ければならない。  

① 管内において、本事業の受益者として、第１号、第２号、第３号のいずれかに規定する

要件を満たす者が営農していること。 

 

（事業の申請及び事業実施計画） 

第６条 申請の用件を次のとおり定める。 

  別表１に係る申請を行う場合は、事業実施主体が実施要綱第５条の事業実施計画について、

別記様式１により作成し、次により提出するものとする。別表１及び別表２に係る申請を併せ

て行う場合は、別記様式１により作成するものとする。 

  ① 第５条第１号から第３号までの事業実施主体にあっては、都知事に提出するものとする。 

  ② 第５条第４号の事業実施主体にあっては、区市町村長が管内受益者の事業実施計画をと

りまとめ、知事に提出するものとする。 

（１）知事は、事業実施主体から提出された事業実施計画を、実施要綱第６条の審査会に諮り、

審査結果に基づき承認するものとする。 

（２）知事は、事業実施計画を承認した際は、事業実施主体に対してその旨を通知するものとす

る。 

（３）事業実施計画の変更は次のいずれかに該当する場合に行うものとし、手続きは事業実施計

画の作成に準じて行うものとする。 

① 別表１に掲げる事業項目又はその他知事が認めた取組の変更 

  ② 総事業費の３割を超える変更 

  ③ 総事業費の３割を超える事業項目間の経費の配分の変更 

  ④ 受益者間の事業費の配分の変更 

  ⑤ その他知事が特に必要と認める場合 

 ２ 別表２に係る申請をする場合は、別記様式１の事業実施計画の提出は不要とし、実施要綱

第６条に定める審査会の開催を省略することができる。 

（１）第５条第１号から第３号までの事業実施主体にあっては、都知事に提出するものとする。 

（２）第５条第４号の事業実施主体にあっては、区市町村長が管内受益者の申請をとりまとめ、

知事に提出するものとする。 

 



（各種施策との連携） 

第７条 本事業の推進に当たっては、当該地域に係る関連諸制度との調和を図るとともに、次に

掲げる施策との連携及び活用に配慮するものとする。 

（１）新東京都ＧＡＰの推進に関する施策 

（２）都市農業経営力強化支援事業 

（３）チャレンジ農業支援事業 

（４）都市農地保全支援プロジェクト 

（５）東京都山村・離島振興施設整備事業 

（６）農作物獣害防止対策事業 

（７）島しょ農作物獣害防止緊急対策事業 

（８）農業技術の開発・普及に関する施策 

（９）その他事業、施策等 

 

（報 告） 

第８条 別に定める新東京都ＧＡＰ推進事業（認証取得・維持に必要な設備等の補助）費補助金

交付要綱の規定に基づき、事業実施主体は、本事業が完了したとき、又は補助事業が完了しな

い場合で、都の会計年度が終了したときは、実績報告書を知事に提出するものとする。  

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施につき必要な事項については、知事が別に

定めるところによる。  

  

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この改正は、令和６年７月１日から施行する。 

 

 

  



別表１（第２条関係） 

内容別の補助対象経費 

補助対象になる取組 補助対象としない取組等 

区分 経費 事業項目※ 

新 東 京

都 Ｇ Ａ

Ｐ の 認

証 取 得

の取組、

認 証 維

持 の 取

組、もし

く は 東

京 都 Ｇ

Ａ Ｐ の

認 証 維

持 の 取

組 

施設の整

備 

１ 手洗い設備・トイレの整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 26、茶 27） 

東京都ＧＡＰ（野菜 13,59、果樹 13,58、茶

16,57） 

２ 使用する水の浄化装置の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 30、茶 31） 

東京都ＧＡＰ（野菜・果樹 14） 

３ 農薬のドリフト対策施設・装置の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 48,55、茶 50,57） 

東京都ＧＡＰ（野菜 36,37,38、果樹・茶各

34,35,36） 

４ 調整・出荷・保管施設への小動物、鳥類

の侵入防止設備の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 33、茶 34） 

東京都ＧＡＰ（野菜 57、果樹 56、茶 55） 

５ 調整・出荷・保管施設の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 35、茶 37） 

東京都ＧＡＰ（野菜 58、果樹 57、茶 54,56） 

６ 照明の飛散防止設備の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 33、茶 34） 

東京都ＧＡＰ（野菜 60、果樹 59、茶 58） 

７ 異物混入、アレルゲンと農産物の交差汚

染防止のための施設や設備の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 34、茶 36） 

８ 貯蔵・予冷庫の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 35、茶 37） 

東京都ＧＡＰ（野菜 61、果樹 60、茶 59） 

９ 野生獣の侵入防止施設の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 45、茶 49） 

東京都ＧＡＰ（野菜 83、果樹 82、茶 81） 

10 土砂等の流出防止施設の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 44、茶 48） 

東京都ＧＡＰ（野菜 85、果樹 84、茶 83） 

11 作業環境の改善に係る施設の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物９、茶９） 

１ 次の取組は、補助対象としない。  

(1) 東京都の他の補助金の交付を申請

する取組  

(2) 公序良俗に反する取組   

２ 本事業の実施に必要な経費であって

も、次の経費は補助対象としない。  

(1) 単純更新(同種・ 同能力のものの

再整備) 

(2) 既に所有する物の維持管理経費 

(3) 契約書及び領収書の作成に係る経

費  

(4) 事業実施主体が自費又は他の助成

により実施中の事業を本事業に切り

替えるもの  

(5) 現金払いまたは金融機関からの振

込払い以外により支払いが行われて

いるもの  

(6)支払時にポイントカードを使用した

もの 

(7) 農産物生産のため通常必要な経費 

（種苗代、肥料や農薬等の資材費）  

３ 次の場合は、補助対象としない。 

(1) 支払が事業実施年度の翌年度以降

となる場合  

(2) 支出を確認できる書類の無いもの 

(3) 経費の区分が出来ないもの（他の経

費と一括で請求され、明細書等の確認

が出来ない場合等） 

(4) 事業の期間中に発生した事故・災害

の処理のための経費  



東京都ＧＡＰ（野菜 66、果樹 65、茶 64） 

12 ＩＰＭの実施に必要な施設の整備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 51、茶 53） 

東京都ＧＡＰ（野菜 24・果樹 23・茶 23） 

13 温室効果ガス削減に資する設備 

新東京都ＧＡＰ（青果物 41、茶 45） 

14 農場からの排水対策設備（排水ます、沈

殿槽の整備） 

新東京都ＧＡＰ（青果物 32、茶 33） 

備品等の

購入 

15 記録用情報機器、ｼｽﾃﾑ、ｿﾌﾄｳｪｱの購入 

新東京都ＧＡＰ（青果物７、茶７他） 

東京都ＧＡＰ（野菜・果樹・茶各 7、8他） 

16 農薬保管庫の購入 

新東京都ＧＡＰ（青果物 59、茶 61） 

東京都ＧＡＰ（野菜 40、果樹 38、茶 37） 

17 機械等の洗浄に必要な機械等の購入 

新東京都ＧＡＰ（青果物 34、茶 36） 

18 労働安全及び労務管理に資する備品の購

入 

新東京都ＧＡＰ（青果物 23、茶 24） 

東京都ＧＡＰ（野菜 66、果樹 65、茶 65） 

19その他知事が認めた備品 

新東京都ＧＡＰ（管理項目すべて） 

東京都ＧＡＰ（管理項目すべて） 

※ 事業項目欄のカッコ内の数字は、新東京都ＧＡＰと東京都ＧＡＰの管理点の番号を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２（第２条関係） 

内容別の補助対象経費 

補助対象になる取組 補助対象としない取組等 

区分 経費 事業項目 

新 東 京

都 Ｇ Ａ

Ｐ の 認

証 取 得

の取組、

認 証 維

持 の 取

組、もし

く は 東

京 都 Ｇ

Ａ Ｐ の

認 証 維

持 の 取

組 

専門家に

よる助言

や指導 

１ 農場のルール等の作成 

新東京都ＧＡＰ（青果物４、茶４他） 

２ クレーム対応手順等の作成 

新東京都ＧＡＰ（青果物 14、茶 15） 

３ 労務管理体制の構築 

新東京都ＧＡＰ（青果物 16、茶 17他） 

４ 機械、施設等の適正使用 

新東京都ＧＡＰ（青果物 39、茶 43他） 

１ 次の取組は、補助対象としない。  

(1) 東京都の他の補助金の交付を申請

する取組  

(2) 公序良俗に反する取組   

２ 本事業の実施に必要な経費であって

も、次の経費は補助対象としない。  

(1) 契約書及び領収書の作成に係る経

費  

(2) 事業実施主体が自費又は他の助成

により実施中の事業を本事業に切り替

えるもの  

(3) 現金払いまたは金融機関からの振

込払い以外により支払いが行われてい

るもの  

(4)支払時にポイントカードを使用した

もの 

３ 次の場合は、補助対象としない。 

(1) 支払が事業実施年度の翌年度以降

となる場合  

(2) 支出を確認できる書類の無いもの 

(3) 経費の区分が出来ないもの（他の経

費と一括で請求され、明細書等の確認が

出来ない場合等） 

分析の実

施 

５ 生産物の残留農薬分析委託 

新東京都ＧＡＰ（青果物 70、茶 68） 

東京都ＧＡＰ（野菜 43、果樹 41、茶 40） 

６ 水質分析委託 

新東京都ＧＡＰ（青果物 30、茶 31） 

東京都ＧＡＰ（野菜 14,54、果樹 15,52、茶 51）  

７ ほ場の残留農薬、重金属等分析委託 

新東京都ＧＡＰ（青果物 27、茶 28） 

東京都ＧＡＰ（野菜・果樹各 9、茶 13） 

８ 計量機器の点検・校正 

新東京都ＧＡＰ（青果物 37、茶 41） 

※ 事業項目欄のカッコ内の数字は、新東京都ＧＡＰと東京都ＧＡＰの管理点の番号を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式１（第６条関係） 

番     号 

 年  月  日 

 

 東京都知事 殿 

 

 

                  事業実施主体名  

                  代表者氏名        印 

 

 

 

年度新東京都ＧＡＰ推進事業（認証取得・維持に必要な設備等の補助） 

実施計画承認（変更承認）申請書 

   

 

 

年度新東京都ＧＡＰ推進事業（認証取得・維持に必要な設備等の補助）について、新東京都

ＧＡＰ推進事業（認証取得・維持に必要な設備等の補助）実施要領（平成 31年４月１日付 30産

労農安第 1195 号）第６条に基づき、事業実施計画について、承認（変更承認）を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



年度新東京都ＧＡＰ推進事業（認証取得・維持に必要な設備等の補助）実施計画書 

 （事業実施主体名：            ） 

 

１ 事業の概要  

(1) 目的  

（いずれかに○を付けること。事業実施主体が区市町村である場合は、目的別に受益者名を

記載すること。） 

 ・新東京都ＧＡＰ認証を取得するため 

・新東京都ＧＡＰ認証を維持するため 

 ・東京都ＧＡＰ認証を維持するため 

 

(2) 内容  

（実施期間、実施場所等、計画の内容を具体的に記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

(3) 経費内訳 

取組内訳 予 算 額（円） 備   考 

（主な経費について記載） 

（事業実施主体が区市町村で

ある場合は、受益者毎に記載

すること。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

計   

 



 

２ 事業実施主体の概要 

名     称  

所在地及び連絡先 (住所) 

(電話)                      (FAX) 

(E-mail） 

代 表 者 名  

事業実施主体該当要件 

（該当に○印を付ける） 

１ 新東京都ＧＡＰの認証を取得した農業者 

２ 新東京都ＧＡＰの認証取得に向け、指導を受けている農業者 

３ 東京都ＧＡＰの認証を取得した農業者 

４ 区市町村  

 

３ 本事業の事務担当者（農業者の場合で代表者が担当する場合は記載不要） 

担  当  者 

所属・氏名 

 

        

 連  絡  先 

（電 話） 

（ＦＡＸ） 

（E-mail）  

 

４ 添付資料  

(1) 事業実施主体の該当要件を証する書類（認証証書又は申請書の写し、認証取得に向け、

指導を受けていることが分かる資料（指導記録）など） 

(2) 経費一覧表(以下の事項を記載するものとする。実施要領別表 1に掲げる事業項目の番

号、事業項目毎に計画する経費） 別紙１のとおり。 

(3) 経費の積算の根拠となる資料（見積書、設計図等） 

(4) 受益者の農業経営の概要（別紙２） 

  (5) その他（施設整備前の写真等）  

  



別紙１ 

 

経費一覧表 

区分 経費 事業項目 支出先 金額 備考 

    円  

    円  

    円  

    円  

合計金額 円  

 

※「区分」「経費」「事業項目」は、別表１より該当するものを記載してください。 

※「支出先」「金額」は、計画時点のものを記載してください。 

※事業実施主体が区市町村である場合は、受益者毎に作成してください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



別紙２  

受益者の農業経営の概要 

氏名  

所在地      

業従事者の

内訳 

家 

族 

氏  名 年齢 
事業実施主体 

との続柄 

  （代表者） 

   

   

   

   

雇
用
者 

１ 常時雇      名 

２ 臨時雇      名 

３ その他      名 

農業経営の内容 

（ 年 月～ 

 年 月） 

※直近１年間の実績 

 

記載が難しい場合は、別

に資料を添付 

 

経営作物

名・部門名 
作付面積(a)  

生産量 

（kg、本） 

売上金額 

（万円） 

    

    

    

    

合 計    

代表的な農地の位置図  

 


